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令和８年度農林水産関係予算のポイント 

― 新基本計画策定後の初の予算 ― 

 

 

日比 規雄 

（農林水産委員会調査室） 

 

 

 

《要旨》 

令和８年度農林水産関係予算は、令和７年４月策定の「食料・農業・農村基本計画」

を踏まえ、農業構造転換集中対策を着実に実施しつつ、食料安全保障の強化、農業の持

続的な発展、農村の振興、環境と調和のとれた食料システムの確立等に向けた政策を推

進し、農林水産業の持続可能な成長を実現するため、２兆2,956億円（うち農業構造転換

集中対策494億円）を計上し、前年度比で250億円増となった。 

 

 

１．はじめに 

令和８年度農林水産関係予算（以下「８年度予算」という。）は、政府の予算編成の基本

方針1に基づき編成された。８年度予算の総額は、２兆2,956億円（前年度比250億円増）で

３年連続の増額となり、内訳は、非公共事業費が１兆5,931億円（同190億円増）、公共事業

費が7,026億円（同60億円増）となった（図表１）。 

政府は、令和６年５月に改正された「食料・農業・農村基本法」（平成11年法律第106号。

以下「改正基本法」という。）を受けて、令和７年４月に「食料・農業・農村基本計画」（以

下「新基本計画」という。）を策定し、改正基本法で掲げる５つの基本理念「食料安全保障

の確保」、「環境と調和のとれた食料システムの確立」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続

的な発展」、「農村の振興」に基づき、我が国の食料・農業・農村を維持・発展させるため

の施策の方向性を具体化した。これら新基本計画に示された施策の推進等に必要な予算と

して、８年度予算は、令和７年度農林水産関係補正予算（以下「７年度補正予算」という。）

と一体として編成された。 

 本稿では、この８年度予算に計上された主要な施策を紹介するとともに、必要に応じて

７年度補正予算についても言及する。 

 
1 『令和８年度予算編成の基本方針』（令 7.12.9 閣議決定） 
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図表１ 農林水産関係予算の推移 

 
（出所）財務省『令和８年度農林水産関係予算のポイント』（令7.12） 

 

２．農業関係予算の主要事項 

（１）食料安全保障の強化 

ア 農業構造転換集中対策 

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月閣議決定）において、

改正基本法が四半世紀ぶりに改正されたことを受け、令和７～11年度の初動５年間で農

業の構造転換を集中的に推し進めることとした。そして、「経済財政運営と改革の基本方

針2025」（令和７年６月閣議決定）において、新基本計画に基づき、コストの徹底的な低

減に向けた農地の大区画化や共同利用施設の再編・集約化、スマート技術の開発と生産

方式の転換・実装、輸出産地の育成を集中的・計画的に推進できるよう、機動的・弾力

的な対応により別枠で必要・十分な予算を確保し、施策の充実強化・見直しを行うこと

とした。 

これを受け、今般の予算では、「農業構造転換集中対策」に８年度予算494億円、７年

度補正予算2,410億円が計上された。そして、「農業農村整備（農地の大区画化等）」、「共

同利用施設の再編集約・合理化」に係る地方負担については、令和８年度より特別の地

方債の発行を認める2ことで、地方自治体又は事業者の負担軽減を図ることとしている。

なお、政府は、農業構造転換集中対策の予算規模を５年で2.5兆円（国費1.3兆円）と見

込み3、８年度予算では、財源として「日本中央競馬会（ＪＲＡ）からの臨時・特例措置

250億円も活用」するとしており、関連法案が本年の国会に提出される予定である4。 

※農業構造転換集中対策は、関連政策と一体的に実施される。「農地の大区画化等」は（２）
ウ、「共同利用施設の再編集約・合理化」は（１）ウ、「スマート農業技術の開発・導入
等」は（２）イ、「輸出産地の育成」は（１）キを参照のこと。 

 
2 総務省『令和８年度地方財政対策の概要』（令 7.12.26）、『日本農業新聞』（令 7.12.27） 
3 財務省『令和８年度予算のポイント』（令 7.12.26）。なお、６年度補正予算から８年度予算までの合計は 4,142

億円とされる（『日本農業新聞』（令 7.12.27））。 
4 農林水産省『令和８年度農林水産関係予算の重点事項』（令 7.12.26）。農林水産省は、ＪＲＡから令和 11 年

度までの４年間で総額 1,000 億円を国庫納付させる方針であるとされる（『読売新聞』（令 7.12.25））。 
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イ 食料の安定供給の確保 

（ア）米の安定供給に向けた環境整備 

新基本計画では、農業者の急速な減少や高齢化が見込まれる中、人・農地等の資源を

フル活用した食料自給力の確保が必要であるとした。そして、米の生産について、需要

に応じた生産を推進し、主食である米の需給と価格の安定を図るためには、生産コスト

の抜本的な低減とともに、中食・外食ニーズへの対応等が必要であるとした。 

そこで今般の予算では、新たに「米穀等安定生産・需要開拓総合対策事業」に８年度

予算15億円、７年度補正予算24億円を計上し、安定的な種子の生産・供給体制の構築に

向けた取組や、米粉の特徴を活かした商品開発・製造、米の輸出拡大を図る取組等への

支援を行うこととした。また、民間主導の米の周年供給・需要拡大等に対する取組を支

援する「米穀周年供給・需要拡大支援事業」（８年度予算50億円）で、民間備蓄5の本格導

入に向けた運用を検討するための実証的な取組を支援することとした。 

（イ）海外依存度の高い品目の生産拡大の推進 

国土が狭く、農地面積が限られている我が国において、国民の主食である米を安定供

給するとともに、水田が有する水源涵養機能や洪水防止機能等の多面的機能を維持して

いくためには、その有効活用が重要である。 

そこで今般の予算では、「水田活用の直接支払交付金」（以下「水活交付金」という。）

に８年度予算2,612億円を計上し、飼料用米、麦、大豆等の国産需要のある作物の本作化

を進めるとともに、地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組への支援を

行うこととした。なお、新基本計画において、水活交付金は、令和９年度以降は、作物

ごとの生産性向上等への支援に転換する方向が示されている。 

ウ 共同利用施設の整備支援 

カントリーエレベータや選果場など、農産物の調製保管や加工、流通を支える共同利

用施設は、一般的に耐用年数が約30～50年であるところ、約７割が30年以上前に設置さ

れた施設となっている。また、農業者の減少に伴う施設稼働率の低下や、経年劣化・旧

式化に伴う施設・設備の稼働経費の負担拡大及び利用者負担の増加が発生している。各

産地では、利用者拡大に向けて必要な修繕・更新を実施しながら運営しているが、今後、

老朽化の更なる進行が見込まれている。新基本計画では、産地の実態を踏まえた、修繕・

更新に係る実践的な計画の策定及びその実施体制の構築等を行い、老朽化した共同利用

施設の再編集約・合理化を促進することとした。 

そこで今般の予算では、「共同利用施設の整備支援6」に８年度予算338億円、７年度補

 
5 政府は、令和７年 11 月に「米の安定供給に係る短期的な対応策」を決定し、生産量の減少以外の不足要因に

も対応できるよう、食糧法（主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第 113 号））を改正

し、備蓄の定義（目的）を見直すとともに、その水準について、政府備蓄・民間備蓄の制度設計も踏まえつ

つ、検討することとした。これを受け、農林水産省は、一定規模以上の流通事業者に対して、基準量以上の

米穀の保有を義務付けるとともに、供給が不足等する場合に、事業者に放出の指示を行い、その保有量を取

り崩して市場に供給することとする等の民間備蓄制度を創設する方向を示した（農林水産省『「米の安定供給

に係る短期的な対応策」を踏まえた食糧法見直しの方向について』（令 7.12））。 
6 具体的には、育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、産

地管理施設、用土等供給施設、農作物被害防止施設、生産技術高度化施設、種子種苗生産関連施設、有機物
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正予算617億円が計上され、前年度に比べて大幅に増額されている7。なお、新基本計画

の着実な実施のための事業（新基本計画実装・農業構造転換支援事業）については、基

本的な国庫補助率が50％であるところ、地方自治体の判断で助成を上乗せした場合、国

も同額を助成することにより、今般の予算で最大58.3％（地方自治体の補助率と合わせ

ると３分の２）まで引き上げる措置が講じられた8。 

エ 生産資材の確保・安定供給 

我が国は、化学肥料や配合飼料といった農業生産資材の原料のほとんどを海外からの

輸入に依存していることから、新基本計画では、農業生産において必要不可欠な生産資

材について、輸入依存度の高い窒素、リン酸、カリウムといった肥料成分の国内資源（家

畜排せつ物や下水汚泥資源など）の利用拡大や飼料作物の生産拡大を図るとともに、生

産資材価格の著しい変動が農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずる

こととした。また、肥料原料、飼料穀物等の安定的な輸入の確保や、不測の事態に備え

た備蓄の確保の必要性等を指摘した。そして、令和12年度までに肥料の使用量（リンベー

ス）に占める国内資源の利用割合を40％（令和３年度は25％）、飼料の自給率を28％（令

和５年度は27％）まで拡大することなどをＫＰＩとして設定した。 

そこで今般の予算では、「肥料の国産化・安定供給」（８年度予算0.3億円、７年度補正

予算70億円）で、国内肥料資源の利用拡大・広域流通に向けた堆肥等の高品質化等に必

要な施設の整備や主要な肥料原料の備蓄などを支援し、「飼料備蓄・増産流通合理化事

業」（同18億円、154億円（所要額））で、飼料生産組織の人材確保・育成、国産濃厚飼料

の生産・利用の推進、生産性の高い持続可能な飼料産地の形成に加えて、飼料穀物の備

蓄や飼料輸送の効率化の実証等の取組を支援し、「飼料生産基盤に立脚した酪農・肉用牛

産地支援」（８年度予算52億円）で、地域の酪農・肉用牛経営者等が連携して、飼料生産

基盤及び国産生産資材を最大限に活用して良質な飼料の生産を最大化する取組等を支援

することとした。 

オ 合理的な価格の形成 

改正基本法は、「食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切

に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消

費者その他の食料システムの関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考

慮されるようにしなければならない。」（第２条第５項）と定めている。令和７年６月に

は、食品等の持続的な供給を実現するため、食品産業の持続的な発展と合理的な費用を

考慮した価格形成のための措置等を内容とする「食品等の持続的な供給を実現するため

の食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」（平成

３年法律第59号）9（食料システム法）が制定された。 

 
処理・利用施設、油糧作物処理加工施設、バイオディーゼル燃料製造供給施設、農業廃棄物処理施設が対象

となる（「新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱（令 8.1.7 改正）」）。 
7 ７年度当初予算は 200 億円であり、これと一体として編成された６年度補正予算は 400 億円であった。 
8 農林水産省『新基本計画実装・農業構造転換支援事業の補助率について』<https://www.maff.go.jp/j/seis

an/suisin/attach/pdf/saihensinjigyou-9.pdf>（最終アクセス令 8.2.12）。 
9「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」の改正により、法律の題名が変更された。 
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食料システム法では、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格

形成等を促すため、努力義務等の規制的措置を課すとともに、指定品目10について、コス

ト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっており、令和８年４月施行の予定で

ある。そこで今般の予算では、コスト構造や取引実態の調査、フードＧメン11活動の推進

等に必要な金額を計上した（８年度予算２億円、７年度補正予算４億円）。 

カ 物流革新に向けた取組の推進 

農林水産物・食品の流通の９割以上はトラック輸送に依存している中、トラックドラ

イバーの減少や時間外労働の上限規制による輸送力不足が懸念され、遠隔産地から大消

費地への幹線物流の確保が困難になるおそれが指摘されている。また、荷待ち時間の長

さ、手荷役作業の多さなどの課題を抱えており、効率化に向けた取組が必要とされる。

新基本計画では、農産品等のサプライチェーン全体の物流効率化の促進に向け、物流の

標準化、デジタル化・データ連携等の取組、産地における集出荷施設、農産品等の流通

網の強化に必要な中継共同物流拠点や卸売市場の整備等を推進するとした。 

そこで今般の予算では、「物流革新に向けた取組の推進」（８年度予算264億円の内数、

７年度補正予算20億円）で、物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト

（環境負荷の小さい鉄道・船舶等による貨物輸送への転換）等の取組や必要な設備等の

導入、コールドチェーン12の確立等のための中継共同物流拠点の整備等の支援を行うこ

ととした。また、「卸売市場緊急整備事業」（７年度補正予算78億円）で、老朽化が進ん

でいる卸売市場13の再編集約・合理化等の取組の支援を行うこととした。 

キ 農林水産物・食品の輸出の促進 

（ア）輸出産地の形成・供給体制の強化、海外需要の拡大に向けた取組の強化 

新基本計画は、世界の食市場の拡大を我が国の農業・食品産業の収益力向上につなげ、

生産基盤の維持・強化を図るために、需要拡大の取組と供給力向上の取組を車の両輪と

して一体的に実施し、農林水産物・食品の更なる輸出の拡大を目指すとして、令和12年

までに輸出額を５兆円とする目標（令和２年３月策定の旧基本計画から継続）を掲げた。 

そこで今般の予算では、輸出拡大の加速化に向け、「農林水産物・食品の輸出促進」に

８年度予算140億円、７年度補正予算458億円を計上し、①戦略的なサプライチェーンの

構築、大規模輸出産地の形成、HACCP14等の輸出先国等の規制・条件に対応した施設の整

 
10 令和８年１月 30 日現在、米穀、野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳（成分調整牛乳を除く）が指定されている。 
11 食料システム法を適正に執行し、同法に基づく指導・助言等の措置の実効性を確保するための体制として、

本省及び地方農政局等に令和７年 10 月に配置。食品等取引の実態の把握等のための調査を行うほか、疑義案

件について、立入検査・報告徴求を行うとともに、指導・助言、勧告・公表、公正取引委員会への通知の措

置を行う（農林水産省『フードＧメンの発足について』<https://www.maff.go.jp/chushi/syokusan/attach

/pdf/syokuryou_system-1.pdf>（最終アクセス令 8.2.12））。 
12 生産・輸送・消費の過程において、生鮮食料品を一貫して低温に保って流通させること。 
13 全国 64 の中央卸売市場の５割弱にあたる 28 市場は、40 年以上移転・大規模整備を行っておらず、このう

ち、15 市場は 50 年以上経過している（令和７年３月末現在）。また、全国 909 の地方卸売市場の約半数にあ

たる 487 市場は、40 年以上移転・大規模整備を行っておらず、このうち、308 市場は 50 年以上経過している

（令和６年３月末現在）（農林水産省『食品流通をめぐる情勢』（令 7.10））。 
14 Hazard Analysis and Critical Control Point。食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因

を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去・低減させる

ために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。国連食糧農業機関（Ｆ
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備、輸出手続きの円滑化等を支援する「輸出産地の形成・供給体制の強化」と、②主要

な輸出先国・地域における現地系商流の開拓、新規輸出先国の開拓・多角化、日本産食

品の輸出拡大等を支援する「海外需要の拡大に向けた取組の強化」の２つを柱に施策を

講じることとした。 

（イ）知的財産の保護・活用の強化 

農林水産物・食品の付加価値向上のためには、品種や技術、食文化等、優れた知的財

産の創出とその保護・活用が重要である。しかし、海外における食品関係の模倣品被害

額は700億円超に上っており、品種やブランド、栽培技術やデータ、家畜遺伝資源等の管

理の一層の徹底・強化が求められている。 

そこで今般の予算では、「植物品種等海外流出防止・活用推進総合対策事業」（８年度

予算２億円、７年度補正予算２億円の内数）で、海外での品種登録や国内外の育成者権  

15

侵害対策、戦略的な海外ライセンス16の推進等を総合的に支援するとともに、品種保護の

ための品種識別技術の開発・高度化等に取り組むこととした。なお、品種管理を厳格化

する観点から、育成者権の有効期間（現行は25年又は30年）を10年延長することなどを

内容とする種苗法（平成10年法律第83号）の改正が政府内で検討されている17。 

ク 食品産業（食品製造業、外食産業、食品関連流通業）の持続的な発展 

食料需要の増加や気候変動等に起因する農産物生産の不安定化等により、国際的な原

料調達競争が激化し、食品産業における調達リスクが増大している。新基本計画では、

食品産業における国産原材料の利用拡大に向けて、地域の農林漁業者、食品事業者等の

関係者が幅広く連携・協調するための場の構築を推進し、食品事業者と農林漁業者が連

携して行う原材料の安定調達、これを契機とした新しいビジネスの展開により、食品の

付加価値向上や新たな需要の開拓を促進する方針を打ち出した。また、世界的に投資が

増加しているフードテック18について、日本発のフードテックビジネス創出の戦略策定

による市場性を考慮したビジネス展開の推進等を強化するとした。 

そこで今般の予算では、「地域の持続的な食料システム確立推進支援事業」（８年度予

算0.9億円、７年度補正予算50億円）で、食品企業や農林漁業者等が参画するプラット

フォームの活動強化、地域の多様な関係者が連携した新たなビジネスの創出、食品企業

と産地との連携による国産原材料の安定調達等の取組を支援することとした。また、

「フードテックへの投資促進」（同122億円の内数、168億円の内数）で、植物工場や陸上

養殖施設の整備、フードテックを活用したビジネスモデルの実証・実装等を支援するこ

ととした。 

 

 
ＡＯ）と世界保健機関（ＷＨＯ）の合同機関である食品規格委員会が発表し、各国に採用を推奨している。 

15 新たに開発された品種の種苗、収穫物及び一定の加工品の独占的な利用を認める知的財産の一つ。育成者権

者は品種登録を受けている品種（登録品種）及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業と

して利用する権利を専有する（種苗法第 20 条第１項）。 
16 育成者権者又は品種開発者が、知的財産権等に由来する権原に基づき、他者に対し、海外における品種等の

知的財産の利用について許諾・許可すること。 
17 『日本農業新聞』（令 8.1.7） 
18 生産から加工、流通、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデル。 
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（２）農業の持続的な発展 

令和７年２月時点の農業経営体数は82.8万で、５年前の107.6万に比べ23.0％減少した19。

土地利用型作物（米・麦・大豆等）については、2030年の経営体数は2020年比で半減する

と試算されている 

20。また、令和７年２月時点の個人経営体の基幹的農業従事者（自営農業

を主な仕事としている世帯員）は102.1万人で、５年前の136.3万人に比べ25.1％減少した。

さらに、平均年齢は67.6歳であり、65歳以上が71.0万人に上る一方、49歳以下は約13万人

にとどまる21。こうした状況の中、令和７年現在の我が国の農地は424万haで、食料・農業・

農村基本法制定時の平成12年時点と比較して１割以上減少し、荒廃農地への対応も課題と

なっている 

22（図表２）。 

図表２ 食料・農業・農村基本法制定（平成12年）当時と現在の農業構造 

 
資料：平成12年実績及び令和７年概数値は「農林業センサス」より作成。農地面積（平成12年は８月１日現

在、令和７年は７月15日現在の値）は「耕地及び作付面積統計」、農業総産出額は「生産農業所得統
計」より作成。 

注１：一戸一法人（農家のうち農業経営を法人化しているもの）は、平成12年では主業農家等に含み、令和
７年では法人その他団体経営体に含む。 

注２：平成12年の基幹的農業従事者は、販売農家の値。 
（出所）農林水産省『農業経営をめぐる情勢について』（令8.1）（※一部加工） 

新基本計画は、令和12年度までに１経営体当たりの生産量を令和５年比で1.8倍とする

ことや、49歳以下の担い手数を現在の水準で維持することを目標に掲げ、農業分野におけ

る生産年齢人口(15～64歳)のうち49歳以下のシェア（令和６年54.3％）を全産業並（同

 
19 農林水産省『2025 年農林業センサス結果の概要（概数値）（令和７年２月１日現在）』（令 7.11.28）。なお、

農林業センサスは５年ごとに実施される。 
20 新基本計画 134～135 頁「（参考１）主な耕種農業に関する農業構造の見通し」 
21 農林水産省『2025 年農林業センサス結果の概要（概数値）（令和７年２月１日現在）』（令 7.11.28） 
22 令和７年における耕地面積の対前年減少分 40,900ha のうち荒廃農地は 14,000ha に上る（農林水産省「作物

統計調査 令和７年耕地面積（７月 15 日現在）」（令 7.10.28））。 
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64.0％）に引き上げること等をＫＰＩとして設定した。 

ア 地域計画を核とした施策の構築 

（ア）地域計画の実現に向けた支援等 

市町村は、地域における関係者の話合いを踏まえ、地域農業の将来像や10年後の農地

利用を明確化した「地域計画」を令和７年３月末までに策定することが義務付けられて

いた23。しかし、これまで策定された地域計画（策定地区数18,894）の約半数は現在の農

地利用の状況を把握しただけにとどまり、また、約３割の農地において将来の受け手が

位置付けられていなかった（令和７年４月末時点）24。 

そこで今般の予算では、８年度予算527億円、７年度補正予算936億円を計上し、目標

地図25に沿った農地の集約化、受け手不在農地解消のための外部からの担い手の誘致、地

域計画に位置付けられた農業を担う者の経営に必要な機械の導入、地域計画に沿った産

地の収益力強化に必要な基幹施設の整備等を支援することとした。 

なお、農業経営改善のための長期で低利な制度資金である農業近代化資金に関し、融

資上限額の引上げ等のため、農業近代化資金融通法（昭和36年法律第202号）の改正が政

府内で検討されている26。 

 （イ）農業人材の育成・確保 

新基本計画では、将来の担い手の育成・確保を推進し、販売金額に占める主業経営体

等のシェア拡大や、農業者の世代間のバランスの確保などを図ることで、持続可能な農

業構造にしていくことが重要であるとして、規模の大小や個人・法人などの経営形態に

かかわらず、農業で生計を立てる担い手の育成・確保を進めることとした。 

そこで今般の予算では、「新規就農者育成総合対策」に８年度予算104億円、７年度補

正予算54億円を計上し、就農準備資金・経営開始資金の交付額の引上げ（８年度予算か

ら年間150万円→165万円）、経営発展のための機械・施設等の導入、新規就農者の誘致に

向けた研修農場の整備、農業教育の高度化に向けた農業高校・農業大学校の施設整備や

機械・設備の導入等を支援することとした。また、「雇用就農の総合的な推進」「外国人

材受入総合支援事業」（８年度予算31億円、７年度補正予算13億円の内数）で、雇用就農

促進のための資金交付や、トライアル雇用の実施等による労働力確保、就労条件改善、

労災保険27の加入促進等の労働環境整備への支援のほか、外国人材の確保と適正かつ円

滑な受入れに向けて、技能試験の作成・実施、働きやすい環境の整備や人材育成のため

の研修実施等への支援を行うこととした。 

 イ スマート農業の実用化等の推進 

  スマート農業とは、ロボット、ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ（モノのインターネット）等

の情報通信技術を活用した農業を指し、自動運転・遠隔操作による農作業、データに基

 
23 「農業経営基盤強化促進法」（昭和 55 年法律第 65 号）第 19 条第１項（令和５年改正で規定）。 
24 農林水産省『地域計画のブラッシュアップに向けて』（令 7.10） 
25 地域計画の策定に当たり作成する農地利用の将来図であり、10 年後の農地の担い手を図示したもの。 
26 『日本農業新聞』（令 7.12.23） 
27 農林水産業分野における常時雇用４人以下の個人経営体の労働者に係る労災保険加入を義務化する労働者

災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の改正が政府内で検討されている（『日本農業新聞』（令 7.12.19））。 
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づく生育環境の把握や制御、データの分析を通じた経営・生産の最適化など、内容は多

岐にわたる。農業者の減少下において生産性の高い食料供給体制を確立するためには、

農作業の効率化等に資するスマート農業技術の活用を通じて生産方式の転換を進めるこ

とが重要である。政府は、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進

に関する法律（令和６年法律第63号）」（スマート農業技術活用促進法）により、スマー

ト農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入（生産方式革

新事業）とスマート農業技術等の開発及びその成果の普及（開発供給事業）に金融・税

制等の支援措置を講じるなどし、新基本計画では、令和12年度までにスマート農業技術

を活用した面積の割合を50％（令和６年は約20％（参考値））とすることなどをＫＰＩと

して掲げた。 

そこで今般の予算では、「スマート農業技術活用促進集中支援プログラム」（８年度予

算185億円、７年度補正予算529億円）で、スマート農業技術活用促進法に基づく生産方

式革新事業と開発供給事業の取組に対して集中的に支援を行うこととした。また、「ス

マート農業技術の開発・供給、革新的新品種の開発、スタートアップへの総合的支援」

（同３億円、７年度補正予算187億円）で、スマート農業技術の開発・改良や普及に向け

た環境整備、スタートアップや中小企業による研究開発・大規模技術実証等への支援、

農研機構28の機能強化、多収性品種・高温耐性品種29の開発等を行うこととした。 

ウ 農業生産基盤の整備・保全 

農業生産基盤の整備・管理を担う土地改良事業について、政府は、令和７年11月、令

和７～11年度の５年間を計画期間とする新たな「土地改良長期計画」を策定し、「生産性

向上等に向けた生産基盤の強化」、「農業用水の安定供給及び良好な排水条件の確保」、

「増大する災害リスクに対応するための農業・農村の強靱化」、「農村の価値や魅力の創

出」の４つの政策課題に取り組むこととした。そして、新基本計画で示されたＫＰＩを

踏まえ、令和11年度までに「大区画化等の基盤整備実施地区における担い手の米生産コ

ストの労働費を現状比で６割以上削減する」「農業水利施設の機能が保全され、農業用水

が安定的に供給されている農地面積の割合を10割とする」などの目標を掲げた。 

今般の予算では、「農業農村整備事業」に８年度予算3,365億円、７年度補正予算2,165

億円を計上し、農地の大区画化30、水田の汎用化・畑地化、農業水利施設の計画的な更新・

長寿命化、省エネ化・再エネ利用、省力化等による適切な保全管理、ため池の防災・減

災対策、農道の整備等を推進することとした。加えて、新たに措置された「大区画化等

加速化支援事業」（８年度予算５億円、７年度補正予算25億円）により、法人等の農業者

が自ら行う畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の簡易な基盤整備を支援することとし、

このほか、農地の区画拡大や排水改良等を支援する「農地耕作条件改善事業」（同203億

 
28 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構。我が国の農業と食品産業の発展のため、基礎から応用

まで幅広い分野で研究開発を行う。 
29 新基本計画は、生産性の抜本的な向上を推進するため、多収化や高温耐性などに資する品種を育成し、令和

12 年度までに 35 品種純増させることを目標に掲げている。 
30 土地改良長期計画では、生産コストの低減に向け、平坦地においては１ha 以上の区画を基本とする農地の大

区画化を推進することとした。 
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円、100億円）、農業水利施設のきめ細やかな長寿命化対策等を支援する「農業水路等長

寿命化・防災減災事業」（同272億円、147億円）が措置された。 

 

（３）農村の振興等 

 ア 鳥獣被害防止対策 

野生鳥獣による農林水産被害額（令和６年度）は188億円（前年度比24億円増）で、シ

カ・イノシシ・サルによる被害が約７割を占めており、最近はクマによる被害も目立っ

ている31。鳥獣被害は、営農意欲の減退や耕作放棄・離農の増加など、被害額として数字

に表れる以上に農山漁村に深刻な影響を及ぼしている。新基本計画は、野生鳥獣による

農作物被害額の総産出額に対する割合を令和12年度までに0.24％（被害額140億円）とす

ることを目標とした（令和５年度は0.28％）。 

そこで今般の予算では、「鳥獣被害防止対策とジビエ利用の推進」に８年度予算100億

円、７年度補正予算70億円を計上し、農地周辺での加害性の高い個体の重点的な捕獲や

侵入防止柵の管理負担軽減などのスマート鳥獣害対策の推進、クマ・シカ・イノシシの

捕獲対策の強化、高度な鳥獣被害対策人材の育成・確保を支援するほか、森林における

効果的・効率的なシカ捕獲の取組を推進することとした。あわせて、捕獲鳥獣を有効活

用し、更なるジビエ利用を拡大するため、処理加工施設の整備や情報発信の強化といっ

た需要拡大の取組に対して支援を行うこととした。 

 イ 環境と調和のとれた食料システムの確立 

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化等に直面し、食料システ

ム32の持続性の確保が喫緊の課題となっている。政府は、「みどりの食料システム戦略」

（令和３年策定）において、2050年を目標年次とした長期的なＫＰＩ33を設定し、スマー

ト農林水産業の推進・気候変動への適応、Ｊ－クレジット34の活用推進、環境負荷低減の

取組の「見える化」など様々な施策を展開している。令和４年には「環境と調和のとれ

た食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年

法律第37号）」（みどりの食料システム法）が制定され、環境負荷低減に取り組む生産者

や新技術の提供等を行う事業者に対し支援措置を行うことで、農林漁業及び食品産業の

持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図っている。さらに、農林

水産省の全事業で環境負荷低減の取組の実施を要件化する「クロスコンプライアンス」

を令和９年度に本格実施する予定としている。 

そこで今般の予算では、「みどりの食料システム戦略推進総合対策」（８年度予算６億

円、７年度補正予算40億円）で、食料の調達から生産、加工・流通、消費に至るまでの

 
31 農林水産省『野生鳥獣による農作物被害金額の推移』（令 8.1） 
32 農林水産物及び食品の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能

を発揮する一連の活動の総体を指す。 
33 2050 年までに、農林水産業のＣＯ２ゼロエミッション化の実現、化学農薬使用量（リスク換算）の 50％低減、

輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の 30％低減などを目指すとしている。 
34 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるＣＯ２等の排出削減量や、適切な森林管理によ

るＣＯ２の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。「クレジット」は売買が可能であり、売却益以

外にＰＲ効果やネットワーク構築といったメリットが期待できる。 
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環境負荷低減等の取組やそれらを広げるための環境づくりを推進し、また、「強い農業づ

くり総合支援交付金」、「農地利用効率化等支援事業」、「産地生産基盤パワーアップ事業」

（同131億円の内数、80億円の内数）で、みどりの食料システム戦略の推進に必要な施設

の整備、農業用機械の導入等を支援することとした。 

ウ 多面的機能の発揮（日本型直接支払） 

  農村の人口減少や高齢化の進行等により、地域の共同活動35等が困難となり、国民生活

と国民経済の安定に重要な役割を果たしている多面的機能（国土保全、水源涵養、景観

形成等）の発揮に支障が生じつつある。 

  そこで今般の予算では、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための共同活動を支

援する「多面的機能支払」に８年度予算500億円、中山間地域36等における農業生産条件

の不利を補正する「中山間地域等直接支払」に同285億円、化学農薬・化学肥料を原則５

割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営

農活動を支援する「環境保全型農業直接支払」に同28億円を計上した。 

  なお、新基本計画では、「中山間地域等直接支払」について、条件不利の実態に配慮し、

支援を拡大すること、「多面的機能支払」について、活動組織の体制を強化することが方

向付けられている。また、「環境保全型農業直接支払」については、令和９年度を目標に

創設する新たな「環境直接支払交付金」において、みどりの食料システム法認定農業者

による先進的な環境負荷低減の取組への支援を検討することしている。 

 

３．林野関係予算 

令和８年度林野関係予算は3,112億円で前年度比44億円増となった（令和７年度林野関

係補正予算は1,419億円）。今般の予算では、川上から川下までの森林・林業・木材産業政

策を総合的に推進する「森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策」（８年度予算154億

円、７年度補正予算506億円）で、森林の集積・集約化、木材等の付加価値向上・需要拡大、

森林・林業の担い手の育成、スマート林業・ⅮＸの推進、森林・山村地域の活性化等を行

うこととした。また、「森林整備事業」（同1,271億円、523億円）では、林野火災対策、ク

マ・シカ等対策、森林の集積・集約化に向けた間伐・主伐後の再造林、幹線となる林道の

開設・改良、花粉発生源対策としてのスギ人工林の伐採・植替え等を推進することとした。 

 

４．水産関係予算 

令和８年度水産関係予算は1,876億円で前年度比17億円増となった（令和７年度水産関

係補正予算は1,398億円）37。今般の予算では、「水産資源調査・評価推進事業等」（８年度

予算78億円、７年度補正予算11億円）で、不漁等を含む資源変動要因の解明、資源評価の

高度化等を推進し、「ＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業を阻止するための取組の強化等」

 
35 水路・農道・ため池の補修、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持などを指す。 
36 農業地域類型区分のうち中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指す。全国の耕地面積の約４割、総

農家数の約４割、農業産出額の約４割を占めており、洪水防止機能、土砂崩壊防止機能といった多面的機能

が適切に発揮されている中山間地域は、国民の大切な財産となっている。 
37 予算の総額にはデジタル庁計上分及び農山漁村地域整備交付金（水産庁分）が含まれている。 
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（同157億円の内数、78億円の内数）で、外国漁船の違法操業に対する万全な漁業取締り等

を実施し、「漁業経営安定対策」（同289億円、415億円）で、計画的に資源管理等に取り組

む漁業者の減収を補塡する漁業収入安定対策を講じ、燃油や配合飼料の価格上昇に対する

コスト対策や金融対策を組み合わせて、総合的な経営安定対策を実施することとした。ま

た、「水産基盤整備事業」（同738億円、339億円）で、拠点漁港等の流通機能強化、養殖拠

点整備、海洋環境の変化に対応した漁場整備、藻場・干潟の保全・造成、漁港施設の耐震・

耐津波・耐浪化や長寿命化対策、漁港利用促進のための環境整備等を行うこととした。 

 

５．おわりに 

鈴木農林水産大臣は、令和８年１月の年頭所感において、水田政策について、「令和９年

度に向けて、根本的な見直しを行います。水田を対象として支援してきた現行の水田活用

の直接支払交付金を、水田・畑に関わらず、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換す

るといった基本的な方向性の下で、詳細を本年６月までに取りまとめます。」と述べた。こ

の方針は新基本計画においても明記されている。現在、令和６年に顕在化した米不足・米

価高騰問題を踏まえた米政策の在り方が問われている。さらに、農業支援の在り方につい

ても収入保険的な支援や農地面積に応じた支援等の様々な意見がある。このように農林水

産政策は重要な局面を迎えつつある。 

 水田政策について、財政制度等審議会の建議等においては、これまで次のような指摘が

行われてきた38。 

・畦畔や用排水路がない場合や、水田の上に撤去が困難な園芸施設が設置されている場合など、すでに水

田機能が失われているにもかかわらず、水活交付金を受け取っている事例が予算執行調査等を通じて確

認された。 

・経営規模が大きくなるにつれて、単位面積当たりの農業粗収益が低減する一方で、農業粗収益に占める

補助金の割合が大きくなっている。すなわち、大規模経営体の方が、水活交付金等を多く受け、収益性が

低い転作作物を多く作る傾向が見られる。 

・飼料用米については、高い交付金単価が設定され、平成 27 年（2015 年）以降、飼料用米への転作が急速

に拡大し、多額の財政負担につながっている。財政負担の観点から大きな問題がある上に、飼料政策の

観点からも、一律に高い単価で支援する必要性はなく、見直すべきである。 

・水活交付金は、作付けを行うことで交付金が支給される仕組みであるため、基本的に生産性を高めるイ

ンセンティブが存在しない。小麦や大豆について、生産性向上の意欲に乏しく、極めて単収の低い者に

対しても交付金が配られている状況が予算執行調査において確認された。 

 そして、令和８年度予算の編成等に関する建議では、次のように記した。 

・水活交付金の見直しに際しては、適地適作・収益力向上の考え方の下で、国の補助金に依存するのではな

く、自立した農業経営の確立に向けて、土地利用型農業全体の構造を変えていくことが重要である。そ

のため、農業従事者が減少していくことを正面から見据え、広く薄い財政支援を行うのではなく、将来

の地域農業を担う経営体の前向きな取組に対して支援を重点化していく方向で検討する必要がある。 

 新たな水田政策や方針の策定に当たっては、こうした指摘に十分留意しつつ、現場を担

う農業者等の声を真摯に受け止め、国民の理解を得た上で行われることが重要であり、か

つ、持続可能な農業政策であるためには十分な予算が確保されていく必要があろう。 

 

（ひび のりお） 

 
38 財政制度等審議会『令和８年度予算の編成等に関する建議』（令 7.12.2） 


